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(57)【要約】
【課題】データ再生システムは、ユーザーの状態に応じ
てアプリケーションプログラムを選択し、入力データを
変換して再生させる。
【解決手段】ユーザーは、ユーザー情報Ｔ１０を予め作
成して管理サーバー２０に記憶させる。ユーザーがデー
タＤ１の再生を指示すると、ユーザー情報Ｔ１０とユー
ザーの位置及びデータＤ１の形式に基づいて、所定のア
プリケーションプログラムが選択される。データ変換手
段２４は、データＤ１を、所定のアプリケーションプロ
グラムで再生可能な形式のデータに変換し、ユーザー端
末１０Ａ，１０Ｂに送信する。ユーザー端末１０Ａ，１
０Ｂは、受信データを再生する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを再生するためのシステムであって、
　ユーザー毎に設定されるユーザー情報を記憶手段に記憶させて管理するユーザー情報管
理手段と、
　前記ユーザー情報管理手段により管理される前記ユーザー情報と、入力される第１デー
タの有する第１形式とに基づいて、複数のアプリケーションプログラムの中から所定のア
プリケーションプログラムを選択する選択手段と、
　前記第１形式を有する前記第１データと前記所定のアプリケーションプログラムとが適
合しない場合、前記第１データを、前記所定のアプリケーションプログラムで再生可能な
第２形式を有する第２データに変換させる変換手段と、
　前記変換手段により変換された前記第２データを、前記所定のアプリケーションプログ
ラムによって再生させる再生手段と、
を備えるデータ再生システム。
 
【請求項２】
　前記記憶手段には、前記第１形式を示す前記第１形式情報と、前記所定のアプリケーシ
ョンプログラムを特定するためのアプリケーション識別情報と、前記第１データを前記第
２データに変換するための変換処理手順を示す情報とを対応付けて構成される変換制御情
報が予め記憶されており、
　前記変換手段は、前記第１形式と選択された前記所定のアプリケーションプログラムと
に基づいて前記変換制御情報を参照することにより、前記第１データを前記第２データに
変換させる、請求項１に記載のデータ再生システム。
 
【請求項３】
　前記変換処理手順では、前記所定のアプリケーションプログラムとは異なる別のアプリ
ケーションを用いて、前記第１データを前記第２データに変換させるようになっている、
請求項２に記載のデータ再生システム。
 
【請求項４】
　前記ユーザー情報は、ユーザーの位置が予め設定されている複数の区分のうちいずれの
区分に該当するかを示す区分情報と、前記第１形式情報と、前記アプリケーション識別情
報とを、対応付けて構成されており、
　前記選択手段は、取得される前記ユーザーの位置及び前記第１形式に基づいて前記ユー
ザー情報を参照することにより、前記所定のアプリケーションプログラムを選択する、請
求項３に記載のデータ再生システム。
 
【請求項５】
　第１コンピューターと第２コンピューターとが通信ネットワークを介して双方向通信可
能に接続されており、
　前記第１コンピューターは、前記第２コンピューターと通信するための第１通信手段と
、前記ユーザー情報管理手段と、前記選択手段及び前記変換手段を備えており、
　前記第２コンピューターは、前記第１コンピューターと通信するための第２通信手段と
、前記再生手段とを備えており、
　前記第１コンピューターは、前記変換手段により変換された前記第２データを、前記第
１通信手段及び前記通信ネットワークを介して前記第２コンピューターに送信し、
　前記第２コンピューターは、前記第１コンピューターから送信される前記第２データを
前記第２通信手段を介して受信し、前記再生手段により再生させる、請求項４に記載のデ
ータ再生システム。
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【請求項６】
　前記第１コンピューターは、前記第２コンピューターと通信するための第１通信手段と
、前記第１データを保存するためのデータ保存手段とを備えており、
　前記第２コンピューターは、前記第１コンピューターと通信するための第２通信手段と
、前記ユーザー情報管理手段と、前記第１コンピューター内に保存されている前記第１デ
ータを取得するためのデータ取得手段と、前記選択手段と、前記変換手段及び前記再生手
段を備えており、
　前記第２コンピューターは、
　　前記データ取得手段により前記第１コンピューターから前記第１データを取得し、
　　前記前記選択手段により所定のアプリケーションプログラムを選択し、
　　前記変換手段により前記第１データを前記第２データに変換し、
　　前記再生手段により前記第２データを前記所定のアプリケーションプログラムによっ
て再生させる、
請求項４に記載のデータ再生システム。
 
【請求項７】
　前記ユーザー情報は、ユーザーの視聴覚上の制限を示す視聴制限情報を含んでおり、
　前記選択手段は、前記視聴制限情報と、入力される前記第１データの有する前記第１形
式とに基づいて、前記複数のアプリケーションプログラムの中から前記所定のアプリケー
ションプログラムを選択する、請求項１に記載のデータ再生システム。
 
【請求項８】
　コンピューターによってデータを再生するための方法であって、
　ユーザー毎に設定されるユーザー情報を記憶手段に記憶させて管理し、
　前記ユーザー情報と、入力される第１データの有する第１形式とに基づいて、複数のア
プリケーションプログラムの中から所定のアプリケーションプログラムを選択し、
　前記第１形式を有する前記第１データと前記所定のアプリケーションプログラムとが適
合するか否かを判定し、
　前記第１データと前記所定のアプリケーションプログラムとが適合する場合には、前記
第１データを前記所定のアプリケーションプログラムによって再生し、
　前記第１データと前記所定のアプリケーションプログラムとが適合しない場合には、前
記第１データを、前記所定のアプリケーションプログラムで再生可能な第２形式を有する
第２データに変換し、
　変換された前記第２データを、前記所定のアプリケーションプログラムによって再生さ
せる、
データ再生方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ再生システム及びデータ再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーは、例えば、文書ファイル、音楽ファイル、動画ファイル等の各種データの再
生を希望する場合、所望のデータを選択して再生を指示する。これにより、そのデータの
形式に予め対応付けられているアプリケーションプログラムが起動して、選択されたデー
タが再生される（特許文献１）。
【０００３】
　また、ファイルフォーマットとアプリケーションフォーマットとを特定し、ディスクに
記録されているデータを再生可能なアプリケーションソフトを自動的に選択して実行させ



(4) JP 2011-22883 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

る技術も知られている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０２４５３号公報
【特許文献２】特開２００８－０３３９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　第１の文献（特開２００４－１０２４５３号公報）に記載の従来技術では、データ形式
とアプリケーションプログラムとの対応関係を予め定義する必要がある。未定義のデータ
形式を有するデータを再生する場合、ユーザーは、そのデータ形式に適するアプリケーシ
ョンプログラムを記録媒体またはサーバー等から取得して、両者を対応付ける。もしも、
適切なアプリケーションプログラムが対応付けられていない場合、そのデータの再生は不
完全なものに止まるか、あるいは、全く再生することができない。
【０００６】
　第２の文献（特開２００８－０３３９９９号公報）に記載の従来技術では、ファイルフ
ォーマットに応じたアプリケーションプログラムを自動的に選択して再生できる。しかし
、第２の従来技術は、データ形式に適したアプリケーションプログラムを選択するだけで
あり、ユーザーの状態・状況に応じたアプリケーションプログラムを選択してデータを再
生するものではない。
 
最初のデータ形式とは異なるデータ形式に変換して、変換後のデータ形式に適したアプリ
ケーションプログラムを選択するものではない。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、ユーザーの状態に応じた所定のアプリケーションプログラム
を選択し、入力された第１データを第２データに変換して、所定のアプリケーションプロ
グラムにより再生させるデータ再生システム及びデータ再生方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、ユーザーの状態と入力される第１データの第１形式とに基づいて所
定のアプリケーションプログラムを選択し、所定のアプリケーションプログラムとは別の
アプリケーションプログラムを用いて第１データを第２データに変換し、第２データを所
定のアプリケーションプログラムにより再生させるデータ再生システム及びデータ再生方
法を提供することにある。本発明のさらなる目的は、後述する実施形態の記載から明らか
になるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決すべく、本発明の一つの観点に従うデータ再生システムは、ユーザー毎
に設定されるユーザー情報を記憶手段に記憶させて管理するユーザー情報管理手段と、ユ
ーザー情報管理手段により管理されるユーザー情報と、入力される第１データの有する第
１形式とに基づいて、複数のアプリケーションプログラムの中から所定のアプリケーショ
ンプログラムを選択する選択手段と、第１形式を有する第１データと所定のアプリケーシ
ョンプログラムとが適合しない場合、第１データを、所定のアプリケーションプログラム
で再生可能な第２形式を有する第２データに変換させる変換手段と、変換手段により変換
された第２データを、所定のアプリケーションプログラムによって再生させる再生手段と
、を備えている。
【０００９】
　このように構成されるデータ再生システムによれば、ユーザー情報と第１データの第１
形式とに基づいて所定のアプリケーションプログラムを選択することができる。さらに、
そのデータ再生システムによれば、第１データと所定のアプリケーションプログラムとが
適合しない場合に、第１データを第２データに変換させて、所定のアプリケーションプロ
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グラムにより再生させることができる。つまり、データ再生システムによれば、入力され
る第１データを別の第２データに変換してから、所定のアプリケーションプログラムによ
り再生させることができる。ここで、「第１形式を有する第１データと所定のアプリケー
ションプログラムとが適合しない場合」とは、所定のアプリケーションプログラムが第１
データを直接再生できない場合を意味する。
【００１０】
　第２観点では、第１観点において、記憶手段には、第１形式を示す第１形式情報と、所
定のアプリケーションプログラムを特定するためのアプリケーション識別情報と、第１デ
ータを第２データに変換するための変換処理手順を示す情報とを対応付けて構成される変
換制御情報が予め記憶されており、変換手段は、第１形式と選択された所定のアプリケー
ションプログラムとに基づいて変換制御情報を参照することにより、第１データを第２デ
ータに変換させる。
【００１１】
　このように構成されるデータ再生システムによれば、変換制御情報を用いることにより
、第１データを第２データに変換させることができる。例えば、第１データが音声データ
であり、かつ、所定のアプリケーションプログラムが文書作成用アプリケーションプログ
ラムである場合、音声データをテキストデータに変換して、再生させる。
【００１２】
　第３観点では、第２観点において、変換処理手順では、所定のアプリケーションプログ
ラムとは異なる別のアプリケーションを用いて、第１データを第２データに変換させるよ
うになっている。
【００１３】
　このように構成されるデータ再生システムによれば、所定のアプリケーションプログラ
ムとは異なる別のアプリケーションプログラムを用いて、第１データを第２データに変換
させることができる。上記の例で言えば、音声を文字に変換するための音声変換用アプリ
ケーションプログラムが「別のアプリケーションプログラム」に該当する。
【００１４】
　第４観点では、第３観点において、ユーザー情報は、ユーザーの位置が予め設定されて
いる複数の区分のうちいずれの区分に該当するかを示す区分情報と、第１形式情報と、ア
プリケーション識別情報とを、対応付けて構成されており、選択手段は、取得されるユー
ザーの位置及び第１形式に基づいてユーザー情報を参照することにより、所定のアプリケ
ーションプログラムを選択する。
【００１５】
　このように構成されるデータ再生システムによれば、ユーザーの位置を考慮して所定の
アプリケーションプログラムを選択することができる。ユーザーの位置が含まれる区分と
しては、例えば、「職場」、「自宅」、「出先」等を挙げることができる。同一の第１デ
ータであっても、ユーザー位置の属する区分に応じて、選択される所定のアプリケーショ
ンプログラムは相違する可能性がある。例えば、職場では、音声データをテキストデータ
に変換して文書作成用アプリケーションプログラム等で再生させるが、自宅では、同一の
音声データを音楽再生用アプリケーションプログラム等で再生させることができる。
【００１６】
　第５観点では、第４観点において、第１コンピューターと第２コンピューターとが通信
ネットワークを介して双方向通信可能に接続されており、第１コンピューターは、第２コ
ンピューターと通信するための第１通信手段と、ユーザー情報管理手段と、選択手段及び
変換手段を備えており、第２コンピューターは、第１コンピューターと通信するための第
２通信手段と、再生手段とを備えており、第１コンピューターは、変換手段により変換さ
れた第２データを、第１通信手段及び通信ネットワークを介して第２コンピューターに送
信し、第２コンピューターは、第１コンピューターから送信される第２データを第２通信
手段を介して受信し、再生手段により再生させる。
【００１７】
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　このように構成されるデータ再生システムによれば、第１コンピューターが、第１デー
タを第２データに変換して第２コンピューターに送信し、第２コンピューターは、受信し
た第２データを所定のアプリケーションプログラムによって再生する。従って、このデー
タ再生システムによれば、第１データから第２データへの変換と、第２データの再生とを
、それぞれ別々のコンピューターで行うことができる。
【００１８】
　第６観点では、第４観点において、第１コンピューターは、第２コンピューターと通信
するための第１通信手段と、第１データを保存するためのデータ保存手段とを備えており
、第２コンピューターは、第１コンピューターと通信するための第２通信手段と、ユーザ
ー情報管理手段と、第１コンピューター内に保存されている第１データを取得するための
データ取得手段と、選択手段と、変換手段及び再生手段を備えており、第２コンピュータ
ーは、データ取得手段により第１コンピューターから第１データを取得し、選択手段によ
り所定のアプリケーションプログラムを選択し、変換手段により第１データを第２データ
に変換し、再生手段により第２データを所定のアプリケーションプログラムによって再生
させる。
【００１９】
　このように構成されるデータ再生システムによれば、第２コンピューターは、第１コン
ピューターから取得した第１データを第２データに変換して、所定のアプリケーションプ
ログラムにより再生させることができる。つまり、本システムでは、第１データから第２
データへの変換と、第２データの再生とを同一のコンピューター上で行うことができる。
【００２０】
　第７観点では、第１観点において、ユーザー情報は、ユーザーの視聴覚上の制限を示す
視聴制限情報を含んでおり、選択手段は、視聴制限情報と、入力される第１データの有す
る第１形式とに基づいて、複数のアプリケーションプログラムの中から所定のアプリケー
ションプログラムを選択する。
【００２１】
　このように構成されるデータ再生システムによれば、ユーザーの視聴覚上の制限を考慮
して、所定のアプリケーションプログラムを速やかに選択できる。ユーザーの視聴覚上の
制限とは、ユーザーが視覚または聴覚のいずれかに障害を有することを示す情報である。
【００２２】
　本発明の機能や手段あるいはステップは、その全部または一部をコンピュータープログ
ラムとして構成できる場合がある。このコンピュータープログラムは、記録媒体に固定し
て譲渡等することができるほかに、インターネット等の通信ネットワークを介して伝送す
ることもできる。さらに、上述の特徴は、明示された組合せ以外に組み合わせることがで
き、そのような組合せも本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係るデータ再生システムの全体構成を示す説明図。
【図２】ユーザー端末のブロック図。
【図３】ユーザー情報の一例を示す説明図。
【図４】ユーザー情報の他の一例を示す説明図。
【図５】ユーザー情報のさらに別の一例を示す説明図。
【図６】変換制御情報の一例を示す説明図。
【図７】本システムの全体動作を示すフローチャート。
【図８】図７中のデータ変換処理の詳細を示すフローチャート。
【図９】第２実施例に係るデータ再生システムの全体構成図。
【図１０】データ再生システムの全体動作を示すフローチャート。
【図１１】第３実施例に係るデータ再生システムのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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　以下、図面に基づき、本発明の実施の形態を説明する。本実施形態では、以下に述べる
ように、ユーザーの状態に応じた所定のアプリケーションプログラムを選択し、第１デー
タを、所定のアプリケーションプログラムで再生可能な第２形式を有する第２データに変
換させる。その第２データは、所定のアプリケーションプログラムにより再生される。ク
ライアント－サーバーシステムに適用する場合、例えば、サーバー上でデータを変換し、
ユーザー端末に送信して再生させることができる。または、サーバーはデータのみを管理
し、ユーザー端末内でデータ変換と再生とを行う構成でもよい。さらには、ユーザー端末
同士でデータを交換し、ユーザー端末内でデータ変換及び再生を行う構成でもよい。
【実施例１】
【００２５】
　図１～図８に基づいて第１実施例を説明する。図１は、データ再生システムの全体構成
を示す説明図である。データ再生システムは、例えば、少なくとも一つの管理サーバー２
０と、一つまたは複数のユーザー端末１０Ａ，１０Ｂとを備える。管理サーバー２０と各
ユーザー端末１０Ａ，１０Ｂとは、インターネットのような通信ネットワークＣＮを介し
て、双方向通信可能に接続されている。先に管理サーバー２０の構成を説明し、次に、ユ
ーザー端末１０Ａ，１０Ｂの構成を説明する。なお、ユーザー端末１０Ａと１０Ｂとを特
に区別しない場合、ユーザー端末１０と称する。
【００２６】
　「第１コンピューター」に該当する管理サーバー２０は、例えば、マイクロプロセッサ
と、メモリ２６と、通信手段２５等のハードウェア資源と、オペレーティングシステム及
び所定の各種プログラム等のソフトウェア資源とを備える。管理サーバー２０のマイクロ
プロセッサが、メモリ２６に格納されている各種プログラムを読み込んで実行することに
より、後述の各機能２１～２４が実現される。
【００２７】
　管理サーバー２０は、例えば、ユーザー位置管理手段２１と、ユーザー情報管理手段２
２と、アプリケーションプログラム選択手段２３と、データ変換手段２４と、通信手段２
５と、メモリ２６とを備える。
【００２８】
　ユーザー位置管理手段２１は、ユーザーの位置を管理するための機能である。ユーザー
位置管理手段２１は、種々の方法でユーザーの位置を把握し、管理することができる。例
えば、一つの方法では、ユーザーがユーザー端末１０を用いて管理サーバー２０にアクセ
スし、自分の位置を設定することができる。つまり、ユーザーは、手動でユーザー位置を
管理サーバー２０に登録可能である。
【００２９】
　他の一つの方法では、ＧＰＳ（Global Positioning System）またはＰＨＳ（Personal 
Handyphone System）のような位置情報を検出可能なシステムを用いることにより、ユー
ザーの位置を自動的に検出して管理する。さらに別の方法では、社員の入退室管理システ
ムのような位置管理システムを用いて、ユーザーが職場に在席中であるか否かを検出する
。
【００３０】
　ユーザー情報管理手段２２は、ユーザー情報Ｔ１０を管理する機能である。ユーザー情
報管理手段２２は、ユーザーがユーザー端末１０を介して入力するユーザー情報Ｔ１０を
、メモリ２６に記憶させる。ユーザー情報Ｔ１０の構成例は後述する。
【００３１】
　アプリケーション選択手段２３は、例えば、ユーザー情報Ｔ１０と変換対象のデータＤ
１の属性（データ形式）とに基づいて、予め登録されている複数のアプリケーションプロ
グラムＡＰのうち所定のアプリケーションプログラムを選択する。
【００３２】
　データ変換手段２４は、変換対象のデータＤ１を、所定のアプリケーションプログラム
で再生可能なデータに変換させる。変換されたデータは、通信手段２５を介して、ユーザ
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ー端末１０に送信される。なお、変換されたデータをメモリ２６に記憶した後で、ユーザ
ー端末１０に送信する構成でもよい。
【００３３】
　通信手段２５は、通信ネットワークＣＮを介してユーザー端末１０と通信を行うための
ものである。通信手段２５は、通信インターフェース回路と、通信プロトコルとを備えて
構成される。通信手段２５は、有線または無線のいずれか一方または両方で、ユーザー端
末１０と双方向通信可能である。
【００３４】
　「記憶手段」としてのメモリ２６は、例えば、フラッシュメモリデバイスまたはハード
ディスクデバイス等のような一つまたは複数の記憶装置から構成される。記憶手段２６は
、例えば、ユーザー情報Ｔ１０と、変換制御情報Ｔ２０と、アプリケーション管理情報Ｔ
３０と、保存データＤ１と、アプリケーションプログラムＡＰとを記憶する。
【００３５】
　ユーザー情報Ｔ１０及び変換制御情報Ｔ２０については、図を改めて後述する。アプリ
ケーション管理情報Ｔ３０は、各アプリケーションプログラムＡＰを管理するための情報
である。アプリケーション管理情報Ｔ３０は、例えば、アプリケーションプログラムＡＰ
の名称、サイズ、格納先アドレス、作成者名、作成日時、更新日時、デジタル署名、互換
性等についての各属性を管理する。
【００３６】
　保存データＤ１は、メモリ２６に保存されているデータである。本実施例では、変換対
象のデータ（第１データに該当する）がメモリ２６に保存される。変換対象のデータＤ１
は、図示の例では、ユーザー端末１０Ａからアップロードされて保存される。なお、記録
媒体に格納されたデータを管理サーバー２０が読み込んで、メモリ２６に保存させる構成
としてもよい。
【００３７】
　ユーザー端末１０について説明する。本実施例では、２種類のユーザー端末１０Ａ，１
０Ｂを例示する。一方のユーザー端末１０Ａは、データを管理サーバー２０にアップロー
ドして保存させる機能と、管理サーバー２０から受信した変換済データを再生する機能と
の両方を備えている。他方のユーザー端末１０Ｂは、データ再生機能のみを有する。そこ
で、以下、ユーザー端末１０Ａの構成について説明する。
【００３８】
　ユーザー端末１０Ａのハードウェア構成は図２で後述する。ユーザー端末１０Ａは、例
えば、通信手段１１と、データ再生手段１２と、アプリケーションプログラム１３と、デ
ータ保存手段１４と、ユーザー情報登録手段１５とを備える。
【００３９】
　通信手段１１は、通信ネットワークＣＮを介して、管理サーバー２０と双方向通信を行
うための機能である。データ再生手段１２は、所定のアプリケーションプログラムを用い
て、変換済データを再生させるための機能である。
【００４０】
　アプリケーションプログラム１３としては、例えば、文書作成用ソフトウェア、作図ソ
フトウェア、表計算ソフトウェア、プレゼンテーション用ソフトウェア、音声再生ソフト
ウェア（ここでは、音楽も音声に含まれる。）、動画再生ソフトウェア、静止画像再生ソ
フトウェア、音声を文字に変換するソフトウェア、文字を点字に変換するソフトウェア等
を挙げることができる。
【００４１】
　説明の便宜上、管理サーバー２０内のアプリケーションプログラムに符号ＡＰを付し、
ユーザー端末１０内のアプリケーションプログラムに符号１３を付す。アプリケーション
プログラムは、その使用目的に応じて３種類に分けることができる。一つは、データを作
成するためのアプリケーションプログラム（データ作成用ソフトウェア）であり、他の一
つは、データを再生するために使用されるアプリケーションプログラム（再生用ソフトウ
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ェア）であり、他の一つは、データを変換するために使用されるアプリケーションプログ
ラム（変換用ソフトウェア）である。
【００４２】
　管理サーバー２０内でデータ変換が行われるため、管理サーバー２０内のアプリケーシ
ョンプログラムＡＰは、主として、変換用ソフトウェアである。ユーザー端末１０内では
、変換されたデータが再生されるため、アプリケーションプログラム１３は、主として、
再生用ソフトウェアである。
【００４３】
　データ保存手段１４は、アプリケーションプログラム１３により作成されたデータを、
通信手段１１等を介して管理サーバー２０にアップロードさせる機能である。ユーザー情
報登録手段１５は、ユーザー情報Ｔ１０を作成して管理サーバー２０に登録させるための
機能である。
【００４４】
　図２は、ユーザー端末１０Ａのハードウェア構成を示す。ユーザー端末１０Ａは、例え
ば、パーソナルコンピューター、携帯電話、携帯情報端末等のようなコンピューターとし
て構成される。ユーザー端末１０Ａは、例えば、マイクロプロセッサ（図中「ＣＰＵ」：
Central Processing Unit）１１０と、メモリ１２０と、補助記憶装置１３０と、通信イ
ンターフェース１４０と、スピーカー１５０と、ディスプレイ１６０と、キーボードスイ
ッチ１７０と、マイクロフォン１８０とを備えており、それら１１０～１８０はバス１９
０に接続されている。
【００４５】
　メモリ１２０には、アプリケーションプログラム１３のほかに、データ再生手段１２、
データ保存手段１４及びユーザー情報登録手段１５をそれぞれ実現するためのプログラム
が格納されている。マイクロプロセッサ１１０は、アプリケーションプログラム１３及び
各プログラムを読み込んで実行することにより、所定の機能を発揮する。
【００４６】
　補助記憶装置１３０は、例えば、変換前のデータＤ１と、変換後のデータＤ２とを記憶
している。変換前のデータＤ１は、データ保存手段１４により管理サーバー２０にアップ
ロードされ、管理サーバー２０のメモリ２６に保存される。変換済データＤ２は、管理サ
ーバー２０からユーザー端末１０Ａに送信されて、補助記憶装置１３０に記憶される。変
換済データＤ２は、メモリ１２０に記憶されている各アプリケーションプログラム１３の
中から選択される所定のアプリケーションプログラム１３によって再生される。
【００４７】
　通信インターフェース１４０は、図１中の通信手段１１に対応する。スピーカー１５０
及びディスプレイ１６０は、ユーザーに情報を伝達するための情報出力装置である。キー
ボードスイッチ１７０及びマイクロフォン１８０は、ユーザーがユーザー端末１０Ａに情
報を入力するための情報入力装置である。情報出力装置及び情報入力装置は、上記のもの
に限らず、例えば、点字ディスプレイ、タブレット、タッチパネル等の種々の装置を使用
可能である。
【００４８】
　図３～図５は、ユーザー情報Ｔ１０の一例を示す。ユーザー情報Ｔ１０は、各ユーザー
毎にそれぞれ作成されて保存される。図３に示すように、ユーザー情報Ｔ１０は、例えば
、視聴制限Ｃ１０と、場所Ｃ１１と、入力データ形式Ｃ１２と、再生希望アプリケーショ
ンＣ１３とを対応付けて管理する。
【００４９】
　視聴制限Ｃ１０は、「視聴制限情報」に該当する。視聴制限Ｃ１０は、ユーザーの視聴
覚上の制限を示す情報が格納される。ユーザーが健常者の場合、視聴制限Ｃ１０には「無
し（制限無し）」を示す情報が設定される。図４に示すように、ユーザーが聴覚に障害を
有する場合、視聴制限Ｃ１０には「聴覚障害」が有ることを示す情報が設定される。図５
に示すように、ユーザーが視覚に障害を有する場合、視聴制限Ｃ１０には「視覚障害」が
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有ることを示す情報が設定される。
【００５０】
　場所Ｃ１１は、「区分情報」に該当する。場所Ｃ１１は、ユーザーの位置に応じた区分
を示す情報が設定される。場所の区分としては、例えば、「職場」、「自宅」、「出先」
等を挙げることができる。ユーザーは、例えば、「ホテル」、「空港」等のような新たな
区分を作成することもできる。
【００５１】
　ユーザーがいずれの場所に属するかは、手動または自動で決定することができる。例え
ば、ユーザーは、実際には喫茶店内に居るにもかかわらず、ユーザー情報登録手段１５を
用いて、場所Ｃ１１を「職場」または「自宅」に設定することができる。あるいは、ユー
ザーの所持する携帯電話のＧＰＳ機能等を用いて、ユーザー位置を自動的に検出し、検出
された位置をユーザー端末１０から管理サーバー２０に送信する構成としてもよい。
【００５２】
　入力データ形式Ｃ１２とは、変換対象データＤ１の形式を示し、「第１形式」に該当す
る。入力データ形式Ｃ１２には、例えば、テキストデータ形式、動画データ形式、音声デ
ータ形式等が設定される。入力データ形式Ｃ１２に設定される情報は、ユーザーが手動で
変更、追加、削除することもできる。
【００５３】
　再生希望アプリケーションプログラムＣ１３は、「所定のアプリケーションプログラム
」に該当する。再生希望アプリケーションＣ１３としては、例えば、上述のように、文書
作成用ソフトウェア、プレゼンテーション用ソフトウェア、音声再生ソフトウェア、動画
再生ソフトウェア等を挙げることができる。
【００５４】
　図３に示す健常者のユーザー情報Ｔ１０（１）に着目すると、「職場」で「音声データ
」を視聴する場合には、「テキストエディター」が選択される。例えば、会議内容を録音
した音声データを職場で再生する場合、周囲に迷惑をかけないように、ユーザーは、テキ
ストエディターを指定している。この場合、会議内容の音声データＤ１は管理サーバー２
０内で文字データＤ２に変換され、ユーザー端末１０に送信される。
【００５５】
　ユーザー端末１０は、メモリ１２０に記憶されている各アプリケーションプログラム１
３の中からテキストエディターを選択して起動し、会議内容の文字データＤ２を再生させ
る。これにより、ユーザーは、元々は音声データであったものを、文字データとして利用
できる。
【００５６】
　図４に示す聴覚障害者のユーザー情報Ｔ１０（２）に着目すると、場所Ｃ１２を問わず
に、動画データは画像プレイヤーＰ１及びテキストエディターにより再生されるようにな
っており、音声データはテキストエディターにより再生されるようになっている。聴覚に
障害を有するため、音声部分は文字データに変換される。画像部分は画像データのままで
再生される。
【００５７】
　図５に示す視覚障害者のユーザー情報Ｔ１０（３）に着目すると、基本的に、文字デー
タは音声プレイヤーＡ１により再生される。「自宅」の場合、文字データは、音声プレイ
ヤーＡ１及び点字アプリケーションの両方で再生される。点字アプリケーションとは、文
字データを点字として点字ディスプレイに表示させるものである。
【００５８】
　なお、図３～図５の「出先」に対応付けられているアプリケーションプログラムは、「
職場」または「自宅」に対応付けられているアプリケーションプログラムと同一であって
もよいし、異なっていてもよい。
【００５９】
　例えば、画像プレイヤーＰ１は、「職場」または「自宅」で動画を再生する場合に選択
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される。他の画像プレイヤーＰ２は、「出先」で動画を再生する場合に選択される。「職
場」または「自宅」で使用されるユーザー端末１０は、パーソナルコンピューターである
ことが多いが、「出先」で使用されるユーザー端末は、携帯電話または携帯情報端末のよ
うな、パーソナルコンピューターよりもデータ処理能力の低い装置である可能性がある。
本実施例では、ユーザーは、ユーザー端末１０の能力に応じてアプリケーションプログラ
ムを選択できるようになっている。
【００６０】
　図６は、変換制御情報Ｔ２０の構成例を示す。変換制御情報Ｔ２０は、入力データＤ１
を、所定のアプリケーションプログラム１３で再生可能なデータＤ２に変換させるための
処理手順を管理する情報である。
【００６１】
　変換制御情報Ｔ２０は、例えば、入力データ形式Ｃ２０と、再生希望アプリケーション
Ｃ２１と、変換手順Ｃ２２とを対応付けて管理する。入力データ形式Ｃ２０は、図３～図
５で述べた入力データ形式Ｃ１０と同様に、変換対象データの形式を示す。再生希望アプ
リケーションＣ２１は、図３～図５で述べた再生希望アプリケーションＣ１３と同様に、
データの再生に使用するアプリケーションプログラムを示す。
【００６２】
　変換手順Ｃ２２は、変換対象のデータを所望のアプリケーションプログラムで再生可能
なデータに変換するための処理手順を示す。例えば、文字データを音声プレイヤーＡ１，
Ａ２で再生する場合、その文字データを、文字データを音声データに変換するためのソフ
トウェアに入力して、音声データに変換させる。また、例えば、音声データを点字アプリ
ケーションプログラムで再生させる場合、音声データを文字データに変換させるためのソ
フトウェアを用いて、音声データを文字データに変換させる。
【００６３】
　図７，図８に基づいてデータ再生システムの全体動作を説明する。ここでは、一方のユ
ーザー端末１０Ａでデータを作成して管理サーバー２０にアップロードし、そのデータを
ユーザー端末１０Ｂがダウンロードして再生する場合を説明する。
【００６４】
　ユーザー端末１０Ａでは、ユーザーの指示によって、アプリケーションプログラム１３
が起動される（Ｓ１０）。ここでは、会議内容を録音するためのアプリケーションプログ
ラム１３が起動されたものとする。アプリケーションプログラム１３は、会議内容の音声
データを作成する（Ｓ１１）。ユーザー端末１０Ａは、作成された音声データを管理サー
バー２０に送信して、保存を要求する（Ｓ１２）。
【００６５】
　管理サーバー２０は、ユーザー端末１０Ａから音声データを受信すると（Ｓ１３）、メ
モリ２６に保存する（Ｓ１４）。
【００６６】
　他のユーザーは、他のユーザー端末１０Ｂを用いて管理サーバー２０にアクセスし、自
分のユーザー情報Ｔ１０を作成する（Ｓ２０）。管理サーバー２０は、作成されたユーザ
ー情報Ｔ１０を保存する（Ｓ２１）。
【００６７】
　その後、他のユーザーは、管理サーバー２０にアクセスして、所望のデータの再生を要
求する（Ｓ３０）。管理サーバー２０は、ユーザー端末１０Ｂの位置を取得し（Ｓ３１）
、データ変換処理を実行する（Ｓ３２）。データ変換処理の詳細は、図８で述べる。管理
サーバー２０は、変換されたデータ（例えば、文字データ）を、ユーザー端末１０Ｂに送
信する（Ｓ３３）。
【００６８】
　ユーザー端末１０Ｂは、変換済データを受信し、所定のアプリケーションプログラムで
再生させる（Ｓ３４）。なお、ユーザーは、自分のユーザー情報Ｔ１０を作成できるだけ
でなく、他のユーザーのユーザー情報Ｔ１０を作成して管理サーバー２０に登録すること
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もできる。
【００６９】
　図８は、図７中にＳ３２で示されるデータ変換処理の一例である。管理サーバー２０は
、入力データの形式、つまり、変換対象データの形式を特定し（Ｓ４０）、データ再生を
希望するユーザーに対応付けられているユーザー情報Ｔ１０を参照する（Ｓ４１）。
【００７０】
　管理サーバー２０は、Ｓ３１で取得したユーザーの位置の属する場所Ｃ１１と、Ｓ４０
で特定される入力データ形式Ｃ１２とに基づいて、ユーザーが再生を希望するアプリケー
ションプログラムＣ１３を特定する（Ｓ４２）。
【００７１】
　管理サーバー２０は、変換制御情報Ｔ２０を参照し（Ｓ４３）、変換の必要があるか否
かを判定する（Ｓ４４）。例えば、音声データを音声プレイヤーで再生させる場合は、音
声データを他の形式のデータに変換する必要はない。これに対し、音声データをテキスト
エディターで再生させる場合は、その音声データを、テキストエディターで使用可能な形
式のデータに変換させる必要がある。
【００７２】
　データ変換が必要な場合（S44:YES）、管理サーバー２０は、変換制御情報Ｔ２０の変
換手順Ｃ２２に基づいて、入力データ（ここでは音声データ）を所定形式の他のデータ（
ここでは文字データ）に変換させる（Ｓ４５）。その変換には、音声データを文字データ
に変換させるためのアプリケーションプログラムが用いられる。変換が必要ない場合（S4
4:YES）、Ｓ４５をスキップして終了する。
【００７３】
　このように構成される本実施例によれば、ユーザーの状態に応じて所定のアプリケーシ
ョンプログラムを選択し、所定のアプリケーションプログラムが使用可能な形式のデータ
に変換して再生させることができる。本実施例では、ユーザーが、データの再生時に、ア
プリケーションプログラムを手動で選択する必要がなく、所望のアプリケーションプログ
ラムで再生するための変換処理を手動で操作する手間もかからない。従って、本実施例で
は、ユーザーの状態に応じて所定のアプリケーションプログラムを自動的に選択し、必要
に応じてデータを自動的に変換し、所定のアプリケーションプログラムで自動再生させる
ことができ、ユーザーの使い勝手が向上する。
【００７４】
　本実施例では、ユーザーの属する場所に応じて、入力データの形式毎に、再生用のアプ
リケーションプログラム（所定のアプリケーションプログラム）を予め設定できるため、
ユーザーの状況に適したアプリケーションプログラムを自動的に選択し、データを変換し
て再生させることができる。
【００７５】
　本実施例では、管理サーバー２０が、ユーザー情報Ｔ１０を管理し、変換対象のデータ
を保存し、変換対象データをユーザー情報Ｔ１０等に基づいて変換する。ユーザー端末１
０は、変換済データを受信して再生する。従って、ユーザー端末１０の処理負荷を少なく
することができ、携帯電話等の処理能力が相対的に低いユーザー端末１０を用いて、本シ
ステムを利用できる。
【００７６】
　本実施例では、ユーザーの属する場所に応じて、所定のアプリケーションプログラムを
違えることができる。例えば、比較的処理能力の高いユーザー端末１０が使用される「職
場」または「自宅」では、メモリ消費量及びプロセッサ使用率が相対的に高いアプリケー
ションプログラムを使用できる。また、比較的処理能力の低いユーザー端末１０が使用さ
れる「出先」では、メモリ消費量及びプロセッサ使用率が相対的に低いアプリケーション
プログラムを使用できる。
【００７７】
　なお、変換済データを管理サーバー２０内のアプリケーションプログラムＡＰで実行し
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、その実行結果をユーザー端末１０に送信し、ユーザー端末は、その実行結果をウェブブ
ラウザに表示させる構成としてもよい。この場合、ユーザー端末１０は、アプリケーショ
ンプログラム１３を有する必要はなく、ウェブブラウザを備えていればよい。
【実施例２】
【００７８】
　図９，図１０に基づいて第２実施例を説明する。本実施例を含む以下の各実施例は、第
１実施例の変形例に該当する。従って、以下の各実施例では、第１実施例との相違点を中
心に説明する。本実施例では、ユーザー端末１０が、ユーザー情報Ｔ１０の管理、データ
の保存、データの変換及びデータの再生を行うようになっている。
【００７９】
　図９は、本実施例によるデータ再生システムの全体構成図である。本実施例の管理サー
バー２０は、ユーザー端末１０から受信したデータＤ１を保存し、ユーザー端末１０から
の要求に応じて配信する。本実施例の管理サーバー２０は、ユーザー情報Ｔ１０を管理す
る機能、アプリケーションプログラムを選択する機能、データを変換する機能を有してい
ない。それらの機能は、ユーザー端末１０Ａに移されている。ユーザー端末１０Ｂでもよ
いが、ユーザー端末１０Ａに代表させて説明する。
【００８０】
　ユーザー端末１０Ａは、例えば、通信手段１０１と、ユーザー情報登録手段１０２と、
ユーザー情報管理手段１０３と、データ取得手段１０４と、アプリケーション選択手段１
０５と、データ変換手段１０６と、データ再生手段１０７と、データ保存手段１０８と、
メモリ及び補助記憶装置１２０，１３０（以下、メモリ等１２０，１３０）とを備えて構
成される。
【００８１】
　通信手段１０１は、通信インターフェース１４０または通信手段１１と同様に、通信ネ
ットワークＣＮを介して管理サーバー２０と双方向通信するためのものである。
【００８２】
　ユーザー情報登録手段１０２は、ユーザー情報Ｔ１０を作成して登録させるための機能
である。ユーザー情報管理手段１０３は、メモリ等１２０，１３０内に保存されるユーザ
ー情報Ｔ１０を管理するための機能である。
【００８３】
　データ取得手段１０４は、管理サーバー２０からデータＤ１を受信し、メモリ等１２０
，１３０内に記憶させる機能である。アプリケーション選択手段１０５は、ユーザー情報
Ｔ１０とデータＤ１の形式及びユーザーの属する場所に応じて、適切なアプリケーション
プログラム１３を選択する。
【００８４】
　データ変換手段１０６は、選択されたアプリケーションプログラム１３で再生できるよ
うに、データＤ１を所定形式のデータに変換させる機能である。データ再生手段１０７は
、変換されたデータを、選択されたアプリケーションプログラム１３によって再生させる
ための機能である。データ保存手段１０８は、アプリケーションプログラム１３を用いて
データＤ１を作成し、管理サーバー２０にアップロードする機能である。
【００８５】
　メモリ等１２０，１３０には、ユーザー情報Ｔ１０と、データＤ１と、変換制御情報Ｔ
２０と、アプリケーション管理情報Ｔ３０と、複数のアプリケーションプログラム１３と
が記憶されている。なお、ユーザー端末１０Ｂも、ユーザー端末１０Ａと同様の構成を備
えている。
【００８６】
　図１０は、本実施例によるデータ再生システムの動作を示すフローチャートである。こ
こでは、便宜上、ユーザー端末１０Ａが、ユーザー端末１０Ｂにより作成されたデータを
管理サーバー２０から取得し、そのデータを必要に応じて変換し、選択された所定のアプ
リケーションプログラム１３で再生させる場合を例に挙げる。
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【００８７】
　ユーザー端末１０Ｂは、例えば、会議の内容を録音するために録音用アプリケーション
プログラムを起動し（Ｓ６０）、データ（例えば音声データ）を作成する（Ｓ６１）。作
成されたデータは、管理サーバー２０に送信される（Ｓ６２）。
【００８８】
　管理サーバー２０は、ユーザー端末１０Ｂからデータを受信し（Ｓ６３）、メモリ２６
に保存する（Ｓ６４）。
【００８９】
　一方、ユーザー端末１０Ａでは、ユーザーの指示に応じてユーザー情報Ｔ１０が作成さ
れ、メモリ等１２０，１３０に保存される（Ｓ７０）。ユーザーがユーザー端末１０Ａに
データの再生を指示すると（Ｓ７１）、ユーザー端末１０Ａは、管理サーバー２０にデー
タの送信を要求し、管理サーバー２０からデータを取得する（Ｓ７２，Ｓ７３）。
【００９０】
　ユーザー端末１０Ａは、図８で述べたデータ変換処理を実行し（Ｓ７４）、変換された
データを所定のアプリケーションプログラム１３により再生させる（Ｓ７５）。
【００９１】
　このように構成される本実施例も第１実施例と同様の効果を奏する。さらに、本実施例
では、ユーザー端末１０内で、ユーザー情報Ｔ１０を管理するため、ユーザー端末１０の
外部にユーザー情報Ｔ１０を送信する必要がなく、視聴覚上の障害の有無等が知られる可
能性を低減し、プライバシーを守ることができる。
【実施例３】
【００９２】
　図１１を参照して第３実施例を説明する。図１１は、本実施例によるデータ再生システ
ムの動作を示すフローチャートである。本実施例では、管理サーバー２０を介さずに、ユ
ーザー端末１０間でデータを直接交換する。
【００９３】
　例えば、ユーザー端末１０Ｂは、アプリケーションプログラムを起動して（Ｓ８０）、
データを作成し（Ｓ８１）、メモリ等１２０，１３０に保存する（Ｓ８２）。
【００９４】
　ユーザー端末１０Ａでは、ユーザーの指示に応じてユーザー情報Ｔ１０が作成され、ユ
ーザー端末１０Ａ内のメモリ等１２０，１３０に保存される（Ｓ９０）。ユーザーがデー
タの再生を指示すると（Ｓ９１）、ユーザー端末１０Ａはユーザー端末１０Ｂにデータの
送信を要求し（Ｓ９２）、それに応えて、ユーザー端末１０Ｂは、Ｓ８２で保存されたデ
ータをユーザー端末１０Ａに送信する（Ｓ８３）。
【００９５】
　ユーザー端末１０Ａは、受信したデータについて、図８で述べたデータ変換処理を行い
（Ｓ９３）、変換されたデータを所定のアプリケーションプログラムにより再生させる（
Ｓ９４）。
【００９６】
　このように構成される本実施例も第１実施例及び第２実施例と同様の効果を奏する。さ
らに、本実施例では、管理サーバー２０を介さずに、ユーザー端末１０間でデータを直接
やり取りする構成のため、システム構成を簡素化することができる。
【００９７】
　なお、本発明は、上述した各実施例に限定されない。当業者であれば、本発明の範囲内
で、種々の追加や変更等を行うことができる。音声データを文字データに変換する場合を
例に挙げて説明したが、それに限らず、文字データを音声データに変換したり、文字デー
タを点字データに変換することもできる。
【００９８】
　また、視聴覚上の障害の種類に応じて予め変換ポリシーを定義しておき、変換ポリシー
に従って所定のアプリケーションプログラムを自動的に選択する構成としてもよい。例え
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ば、視覚障害のユーザーの場合、文字データ（または動画データ等に含まれる文字データ
）は音声データに変換し、その他の形式のデータは初期設定のアプリケーションプログラ
ムをそのまま使用するという変換ポリシーを予め設定しておけば、各入力データ形式毎に
アプリケーションプログラムを設定する必要がなく、ユーザーの利便性が高まる。
【符号の説明】
【００９９】
　１０，１０Ａ，１０Ｂ： ユーザー端末、１１：通信手段、１２：データ再生手段、１
３：アプリケーションプログラム、１４：データ保存手段、１５：ユーザー情報登録手段
、２０：管理サーバー、２１：ユーザー位置管理手段、２２：ユーザー情報管理手段、２
３：アプリケーションプログラム選択手段、２４：データ変換手段、２５：通信手段、２
６：メモリ、１０１：通信手段、１０２：ユーザー情報登録手段、１０３：ユーザー情報
管理手段、１０４：データ取得手段、１０５：アプリケーション選択手段、１０６：デー
タ変換手段、１０７：データ再生手段、１０８：データ保存手段、Ｔ１０：ユーザー情報
、Ｔ２０：変換制御情報。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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